
企 画 総 務 委 員 会 

令和７年１１月２８日 

墨田区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部 

を改正する条例（案）概要 

 

１ 改正理由及び内容 

  特別区人事委員会の勧告等を踏まえ、特定任期付職員の給料月額、期末手当及び勤勉

手当の支給月数を次のとおり改定する。 

⑴ 給料月額 

号給 現   行 改 正 案 

１ ３９２，０００円 ４０８，０００円 

２ ４３３，０００円 ４５１，０００円 

３ ４８３，０００円 ５０３，０００円 

４ ５４４，０００円 ５６６，０００円 

５ ６１４，０００円 ６３９，０００円 

６ ６９７，０００円 ７２５，０００円 

７ ７８９，０００円 ８２１，０００円 

 

⑵ 期末手当及び勤勉手当 

  
年 間 支 給 月 数 

現 行 令和７年度(案) 令和８年度以降(案) 

期末手当 ２．００ ２．０２５(＋０．０２５) ２．０２５(＋０．０２５) 

６月 1.000 1.000(-----) 1.0125(+0.0125) 

１２月 1.000 1.025(+0.025) 1.0125(+0.0125) 

勤勉手当 １．８５ １．８７５(＋０．０２５) １．８７５(＋０．０２５) 

６月 0.925 0.925 (-----) 0.9375(+0.0125) 

１２月 0.925 0.950(+0.025) 0.9375(+0.0125) 

合計 ３，８５ ３．９０(＋０．０５) ３．９０(＋０．０５) 

 

２ 施行期日等 

 ⑴ 給料月額の改定並びに本年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当の改正 

公布の日 

※ 給料月額の改定は、本年４月１日から適用する。 

⑵ 令和８年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の改正 令和８年４月１日 


